
あおもり宣言 

 

 

労働時間の上限規制を伴う医師の働き方改革と新興感染症を踏まえた医療提

供体制構築という大きな変革が目前に迫っている。 

働き方改革が目指すものは「医師誰もが、心身の健康を維持しながら、生き

生きと医療に従事できる環境の実現」である。これは個々の医師の考え方や一

医療機関のみの対応だけでできるものではもちろんない。全国各地の医療の現

場とその同心円上にある社会のインフラ、そして医療機関同士の相互関係を、

地域の実情に沿ったデザインに変え、ICT などを利用して有機的に結びつけて

ゆく必要があるだろう。 

医療に関わるステークホルダーは国民全てである。医療従事者が健康で生き

生きと働ける環境の実現には国民一人ひとりの自覚とそれによる社会全体の変

容が起きなければならない。働き方改革を機にその意識を高める必要がある。 

新型コロナ禍は、本年 5 月に WHO から緊急事態終息宣言も出された。決し

てコロナが終息したわけではないが、社会はパンデミック前に回帰しつつある。

しかし、同じ事態が再び起こることへの備えは必須である。社会が平時と認識

している今こそが、その時かもしれない。 

 私たちは、働き方改革施行後も、勤務医のより良い労働環境推進を念頭に置

き、同時に新興感染症などを平時から見据えた医療計画の構築を目指して、国

民へ向けて次のように宣言する。 

 

 

一． 働き方改革では、医師、患者、地域社会すべてにとって、より良い医療

環境の実現を推進する。 

 

一． 新興感染症によるパンデミックへの対策は平時にこそ、医療機関の役割

分担と連携のもと、詳細かつ緻密な計画をたてることが重要である。 

 

一． 働き方改革においても、新興感染症対策においても、勤務医と開業医、

さらには、病院と診療所ともに一体となって目的達成を目指す。 
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